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会社などを
退職したとき

会社などに
就職したとき

任意加入被保険者
( 希望により加入 )

日本国内に住所のある６０歳以上６５歳未満の人
外国に住んでいる２０歳以上６５歳未満の日本人 など

第１号被保険者

農業・自営業・学生などの人

扶養から
外れたとき

結婚などにより
扶養に入るとき

退職などにより
扶養に入るとき

第２号被保険者

厚生年金や共済組合に加入して
いる人 (会社員や公務員など )

第３号被保険者

第２号被保険者に扶養
されている配偶者

会社などに
就職したとき

　
日
本
国
内
に
居
住
す
る
　
歳
以

２０

上
　
歳
未
満
の
人
は
、
全
て
国
民

６０
年
金
に
加
入
し
ま
す
。
国
民
年
金

の
被
保
険
者
は
下
図
の
と
お
り
分

類
さ
れ
ま
す
。

　
　
歳
到
達
時
や
就
職
、
退
職
、

２０
結
婚
、
離
婚
な
ど
に
よ
り
被
保
険

者
の
種
別
が
変
わ
る
と
き
、
転
入

時
な
ど
は
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　
第
１
号
被
保
険
者
に
関
す
る
届

け
出
は
医
療
年
金
課
（
市
役
所
本

庁
舎
１
階
）、
各
支
所
・
市
民
サ
ー

態
に
な
っ
た
場
合
に
、
障
害
認
定

さ
れ
た
と
き
な
ど
か
ら
支
給
さ
れ

ま
す
＝
右
表
参
照
。

　
国
民
年
金
加
入
中
の
人
、
ま
た

は
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
を

満
た
し
た
人
な
ど
が
死
亡
し
た
と

き
、
そ
の
人
に
生
計
を
維
持
さ
れ

て
い
た
子
（
　
歳
到
達
後
の
最
初

１８

の
３
月
末
日
ま
で
の
人
な
ど
）
の

い
る
配
偶
者
、
ま
た
は
子
に
支
給

さ
れ
ま
す
＝
右
表
参
照
。
子
の
あ

る
夫
へ
の
支
給
は
、
妻
の
死
亡
が

平
成
　
年
4
月
以
降
が
対
象
。
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第
１
号（
任
意
）被
保
険
者
と
し

　
国
民
年
金
の
給
付
の
種
類
・
内

容
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　
原
則
、
受
給
資
格
期
間
（
国
民

年
金
保
険
料
を
納
め
た
期
間
、
免

除
期
間
、
第
２
・
３
号
被
保
険
者

期
間
な
ど
）
が
　
年
（
３
０
０
月
）

２５

以
上
あ
る
人
に
　
歳
か
ら
支
給
さ

６５

れ
ま
す
。

　
　
歳
か
ら
　
歳
に
な
る
ま
で
の

20

60

　
年
間
、
保
険
料
を
全
て
納
め
た

40場
合
の
年
額
は
　
万
２
８
０
０
円

７７

（
平
成
　
年
４
月
現
在
）
で
す
。

２６

免
除
・
未
納
期
間
が
あ
る
場
合
は
、

減
額
さ
れ
ま
す
。

　
病
気
や
け
が
（
初
診
日
が
国
民

年
金
加
入
中
な
ど
の
も
の
）
で
政

令
に
定
め
ら
れ
て
い
る
障
害
の
状

て
保
険
料
を
納
め
た
期
間
（
免
除

等
の
期
間
も
含
む
）
が
　
年
以
上

２５

あ
る
夫
が
死
亡
し
た
場
合
に
、
死

亡
当
時
夫
に
生
計
維
持
さ
れ
て
い

た
婚
姻
期
間
が
継
続
し
て
　
年
以

１０

合
に
手
続
き
を
す
れ
ば
、
定
額
保

険
料
の
上
乗
せ
と
し
て
納
め
ら
れ

ま
す
（
国
民
年
金
基
金
加
入
者

は
、
付
加
保
険
料
納
付
不
可
）

　
保
険
料
は
、
納
付
書
に
よ
る
支

払
い
の
ほ
か
、
口
座
振
替
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
な
ど
も
で
き

ま
す
。

　
平
成
　
年
度
の
保
険
料
は
一
律

２６

で
月
額
１
万
５
２
５
０
円
、
付
加

保
険
料（
※
）が
月
額
４
０
０
円
で

す
。
　
保
険
料
を
納
め
な
い
と
、
老
齢

基
礎
年
金
だ
け
で
な
く
、
障
害
基

礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け

ら
れ
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
の
で
、
忘
れ
ず
に
保
険
料
を
納

め
て
く
だ
さ
い
。

　（
※
）年
金
額
を
増
や
し
た
い
場

　
ま
た
、
保
険
料
は
前
納
す
る
こ

と
で
割
引
に
な
り
、
2
年
前
納

（
口
座
振
替
の
み
）
の
場
合
は
、

2
年
間
で
1
万
４
８
０
０
円
安
く

な
り
ま
す
。
２
年
・
１
年
・
半
年

前
納
の
ほ
か
、
希
望
月
か
ら
３
月

分
ま
で
の
前
納
（
納
付
書
の
み
）

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
現
時
点
で
2

年
・
1
年
前
納
を
申
し
出
た
場

合
、
来
年
4
月
分
か
ら
の
保
険
料

に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
料
の
納
付
期
限
は

翌
月
末
日
で
す
。
保
険
料
は
原
則

２
年
を
経
過
す
る
と
時
効
と
な
り

納
め
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
所
得
が
低
い
な
ど
経
済
的
な
理

由
や
失
業
な
ど
で
保
険
料
の
納
付

が
困
難
な
と
き
は
、
免
除
・
納
付

猶
予
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
原

則
、
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

　
今
年
度
よ
り
、
過
去
２
年
１
カ

月
分
遡
っ
て
免
除
等
の
申
請
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
失
業
等
の
特
例
免
除
等
対
象

期
間
も
拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
。
詳

く
は
問
合
せ
を
。

　
◇
申
請
免
除
…
所
得
に
応
じ

て
、
保
険
料
の
全
額
ま
た
は
一
部

（
4
分
の
3
、
半
額
、
4
分
の
1
）

が
免
除

　
◇
若
年
者
納
付
猶
予
…
対
象
は

　
歳
未
満

30　
◇
学
生
納
付
特
例
…
対
象
は
学

生　【
申
請
に
必
要
な
も
の
】年
金
手

帳
・
認
め
印
の
ほ
か
、
失
業
時
は

離
職
の
事
実
を
証
明
で
き
る
公
的

機
関
の
証
明
書
（
雇
用
保
険
被
保

険
者
離
職
票
、
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
な
ど
）、学
生
の
人
は
学
生

証
な
ど

　
※
本
人
（
配
偶
者
・
世
帯
主
）

に
所
得
制
限
が
あ
り
、
事
前
に
所

得
申
告
が
必
要
で
す
。
転
入
し
た

上
あ
る
妻
に
、　
歳
か
ら
　
歳
に

６０

６５

な
る
ま
で
の
間
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
夫
が
老
齢
・
障
害
基
礎
年
金
を

受
給
し
て
い
た
場
合
や
、
妻
が
老

齢
基
礎
年
金
繰
り
上
げ
受
給
時
な

ど
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
遺
族
基

礎
年
金
と
同
時
受
給
不
可
。
死
亡

一
時
金
と
は
選
択
に
な
り
ま
す
。

　
死
亡
月
の
前
月
ま
で
の
第
１
号

（
任
意
）被
保
険
者
と
し
て
の
保
険

料
納
付
済
期
間
等
の
月
数
が
　
月
３６

以
上
あ
る
人
が
、
老
齢
・
障
害
基

礎
年
金
等
を
受
け
ず
に
亡
く
な
っ

た
と
き
、
生
計
を
同
じ
く
し
て
い

た
遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
遺
族

人
は
、
前
住
所
地
の
課
税
証
明
書

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

　　
保
険
料
の
未
納
が
あ
る
場
合

は
、
後
納
制
度
の
手
続
き
を
す
る

と
、
平
成
　
年
９
月
ま
で
に
限

２７

り
、
過
去
　
年
分
遡
っ
て
保
険
料

１０

を
納
付
で
き
ま
す
（
老
齢
基
礎
年

金
受
給
者
な
ど
は
対
象
外
）
。
　

　
な
お
、
３
年
度
以
上
遡
っ
て
保

険
料
を
納
付
す
る
際
は
加
算
金
が

か
か
り
ま
す
の
で
、
希
望
す
る
場

合
は
早
め
に
西
宮
年
金
事
務
所
で

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　
国
民
年
金
制
度
発
足
時
、
在
日

外
国
人
や
長
期
間
海
外
に
滞
在
し

て
い
た
日
本
人
は
、
国
民
年
金
に

加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。

　
市
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
的
な

理
由
に
よ
り
老
齢
基
礎
年
金
、
障

害
基
礎
年
金
な
ど
を
受
給
で
き
な

い
外
国
人
等
の
高
齢
者
（
１
９
２

６
年
４
月
１
日
以
前
に
出
生
し
た

人
）
や
障
害
者
（
重
度
・
中
度
）

を
対
象
に
「
外
国
人
等
高
齢
者
・

障
害
者
特
別
給
付
金
」
を
支
給
し

て
い
ま
す
。

　
平
成
　
年
度
か
ら
、
障
害
者
特

２２

基
礎
年
金
受
給
者
は
対
象
外
。
寡

婦
年
金
と
は
選
択
に
な
り
ま
す
。

　
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
障
害
基
礎

年
金
等
を
受
給
で
き
な
い
障
害
の

あ
る
人
が
対
象
で
す
。
初
診
日
が

平
成
３
年
３
月
以
前
で
当
時
学
生

だ
っ
た
人
や
初
診
日
が
昭
和
　
年
６１

３
月
以
前
で
当
時
厚
生
年
金
、
共

済
組
合
等
加
入
者
の
配
偶
者
だ
っ

た
人
な
ど
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
歳
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で

65に
、
障
害
基
礎
年
金
1
・
2
級
に

該
当
す
る
障
害
状
態
に
な
っ
た
人

に
限
ら
れ
ま
す
。

年額種別等

96万6000円１級障害基礎年金
(※1) 77万2800円２級

77万2800円遺族基礎年金(※1)

22万2400円１・２人目子の加算額
(※2) 7万4100円３人目以降

障害・遺族基礎年金の年額

金額は平成26年４月現在 
　　　保険料を定められた期間の３分の２以
上納付している、直近の１年間に未納がないな
どの条件あり

 (※1)

　　　障害基礎年金の受給者（遺族基礎年金
の場合は死亡した人）に生計を維持されてい
る（いた）子（18歳到達後の最初の３月末日
までの人など）がいる場合に加算。障害基礎
年金は受給権取得後に子の出生等により要件
を満たすときも加算されます。なお、同一の
子を対象とした児童扶養手当との同時受給は
できません

(※2)

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
ア
ク
タ
西
宮
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
へ
。
第
２
・
３
号
被

保
険
者
に
関
す
る
届
け
出
は
本
人

（
配
偶
者
）
の
勤
務
先
へ
。

　
国
民
年
金
は
、
全
国
民
に
共
通
す
る
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。
老
後
の
生
活
の
た
め
に

も
、
ま
た
不
慮
の
事
故
に
備
え
る
た
め
に
も
、
国
民
年
金
に
加
入
し
保
険
料
を
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
問
合
せ
は
医
療
年
金
課
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
２
４
）
へ
。

― 給付の種類 ―― 給付の種類 ―― 給付の種類 ―

老
齢
基
礎
年
金

障
害
基
礎
年
金

遺
族
基
礎
年
金

寡
婦
年
金

割
引
が
あ
る
前
納
制
度
な
ど
を
紹
介

割
引
が
あ
る
前
納
制
度
な
ど
を
紹
介

割
引
が
あ
る
前
納
制
度
な
ど
を
紹
介

忘
れ
ず
に
保
険
料
の
納
付
を

忘
れ
ず
に
保
険
料
の
納
付
を

忘
れ
ず
に
保
険
料
の
納
付
を

後
納
制
度
も
ご
利
用

後
納
制
度
も
ご
利
用
をを

納
付
が
困
難
な
場

納
付
が
困
難
な
場
合合

納
付
方

納
付
方
法法

死
亡
一
時
金

特
別
障
害
給
付
金

癌

贋

岩

雁

眼眼

眼眼

翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫

翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫
翫

外
国
人
等
高
齢
者
・
障
害
者
特
別
給
付
金

別
給
付
金
と
老
齢
・
遺
族
厚
生
年

金
等
と
の
併
給（
　
歳
以
上
の
み
）

６５

や
高
齢
者
特
別
給
付
金
と
　
万
２

７１

０
０
０
円
未
満
の
公
的
年
金
と
の

併
給
も
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
は
医
療

年
金
課
へ
。

　国民年金保険料の納付に関すること、年金手帳の再発行、年金受
給者に関すること、厚生年金に関することなど、公的年金に関する
総合的な相談は西宮年金事務所へ。

　怯アクタ西宮東館1階にある「街角の年金相談センター西宮（オ
フィス）」でも年金相談・年金請求等の受付を行っています

※ねんきんダイヤル（0570・05・1165）、IP電話・PHSか
らは（03・6700・1165）、日本年金機構のホームページ
（http://www.nenkin.go.jp/）もご利用ください

西宮年金事務所
〒663―8567 
津門大塚町８―26
☎0798・33・2941

相談・問合せは年金事務所へ

JR神戸線

国道2号

西宮年金事務所

至 大阪

至 西宮北口

至 今津

至 神戸
JR西宮駅

阪
急
今
津
線

津
門
川

阪
神
国
道
駅

西
宮
消
防
署

フ
レ
ン
テ

西
宮
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